
ま
も
な
く
市
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
の

時
期
で
す
。
申
告
が
必
要
な
人
は
、
最
寄
り

の
申
告
会
場
を
ご
利
用
い
た
だ
く
ほ
か
、
税

務
署
や
市
役
所
へ
直
接
郵
送
す
る
な
ど
、
忘

れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
会
場
は
、
職
員
の
指
導
（
ア

ド
バ
イ
ス
）
に
よ
り
、
納
税
者
が
自
分
で
申

告
書
を
作
成
し
て
い
た
だ
く
会
場
で
す
。
相

談
に
よ
る
申
告
受
付
も
行
い
ま
す
が
、
自
力

記
載
に
よ
り
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
13
年
度
市
県
民
税
の
申
告
を
、
２
月

16
日
（
金
）
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
申
告
す

る
人
は
、
最
寄
り
の
出
張
申
告
会
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
に
は
印
鑑
や
所

定
の
書
類
な
ど
を
必
ず
ご
確
認
の
上
、
ご
来

場
く
だ
さ
い
。

平
成
13
年
１
月
１
日
現
在
市
内
在
住
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
人
。

１
、
営
業
・
農
業
・
そ
の
他
の
事
業
所
得
が

あ
る
人
（
所
得
税
の
申
告
を
行
う
人
は
市

県
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

２
、
事
業
主
か
ら
市
へ
、
給
与
支
払
報
告
書

が
未
提
出
の
人
（
大
工　
・　
左
官　
・　
パ
ー
ト
な

ど
の
人
は
、
事
業
主
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

３
、
配
当
・
譲
渡
・
地
代
・
家
賃
な
ど
に
よ

る
収
入
が
あ
る
人

４
、
給
与
以
外
に
も
、
農
業
や
不
動
産
な
ど

に
よ
る
収
入
が
あ
る
人

な
お
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
所
得

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
申
告
が
な
い
と
、
保
険
料
の
軽
減
措

置
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
昭
和
12
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人

と
そ
の
人
と
同
一
世
帯
の
人
は
、
介
護
保
険

料
の
算
定
資
料
と
す
る
た
め
、
収
入
が
な
く

て
も
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
、
平
成
13
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行

う
人

２
、
勤
務
先
か
ら
市
へ
給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
が
あ
っ
た
人
で
、
給
与
所
得
以
外
の

所
得
が
な
い
人

３
、
平
成
13
年
１
月
１
日
以
前
に
死
亡
し
た

人
（
た
だ
し
、
１
月
２
日
以
降
の
死
亡
者

は
課
税
さ
れ
ま
す
）

平
成
12
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
は
２
月

16
日
（
金
）
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
申
告
期

限
は
３
月
15
日　
（
木
）　
で
す
。　
期
限
が
近
づ
く

と
会
場
が
大
変
混
雑
す
る
た
め
、
長
い
間
お

待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
早
め
に

申
告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

①
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
・
譲
渡
所
得
な

ど
、
各
種
所
得
が
あ
る
人

②
年
金
受
給
者
で
、
諸
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

③
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て

は
ま
る
人

・
給
与
収
入
が
２
、
０
０
０
万
円
を
超
え
る

・
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の
所
得
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る

・
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

受付期間

申　
・　
告　
・　
に　
・　
必　
・　
要　
・　
な　
・　
も　
・　
の　

◇
印
鑑
（
朱
肉
を
使
用
す
る
物
）

◇
申
告
書
（
税
務
署
か
ら
届
い
て
い
な
い

人
は
、
申
告
会
場
に
あ
る
も
の
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
）

◇
収
入
を
証
明
す
る
も
の

・
給
与
所
得
者
…
源
泉
徴
収
票
（
必
ず
発

行
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
）

・
年
金
受
給
者
…
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉

徴
収
票

・
営
業
・
農
業
・
そ
の
他
事
業
・
不
動
産

所
得
が
あ
る
人
…
収
支
内
訳
書

・
大
工　
・　
日
雇
い　
・　
パ
ー
ト
な
ど
の
人
…

賃
金
支
払
明
細
書　
（
勤
め
先
で
、
必
ず

発
行
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
）

◇
控
除
を
証
明
す
る
も
の
（
領
収
書
・
証

明
書
が
な
い
場
合
は
控
除
で
き
ま
せ
ん
）

・
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
・
損
　

害
保
険
料
の
控
除
証
明
書

・
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
領
収
書

・
医
療
費
の
領
収
書

・
事
業
の
経
費
を
証
す
る
領
収
書

●
申
告
が
必
要
な
人

●
申
告
の
必
要
が
な
い
人

●
申
告
が
必
要
な
人

税務課市民税係 内線213・214 関税務署 0575-22-2233 申告受付会場への直通ダイヤル 25-1459
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申告会場では、受け付けでき

る人数に限りがあります。その

ため、定刻前に締め切ることも

ありますので、あらかじめご了

承ください。また、会場では担

当者の指示に従ってください。

お 願 い

平成13年度市県民税と
平成12年分所得税の申告

市
県
民
税

（
住
民
税
）　
の
申
告

所
得
税の

申
告



平
成
13
年
１
月
１
日

現
在
、
市
内
に
住
ん

で
い
な
か
っ
た

平
成
12
年
中
に
土
地
・

建
物
を
売
っ
た
所
得
が

あ
る

農
業
所
得
、
不
動
産
所

得
が
あ
る

外
交
員
を
し
て
い
る
、

ま
た
は
内
職
を
し
て
い

る 給
与
所
得
が
あ
る
（
ア

ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
を

含
む
）

事
業
所
得
が
あ
る

公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
て
、
他
に
所
得
が
な

い 平
成
12
年
分
所
得
税
の

確
定
申
告
を
す
る

年
末
調
整
を
し
た
給
与

所
得
以
外
に
、
ほ
か
の

会
社
の
給
与
収
入
や
農

業
所
得
な
ど
他
の
所
得

が
あ
る

美
濃
加
茂
市
で
市

県
民
税
の
対
象
者

と
な
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
加
入
者

は
、
市
県
民
税
の
申
告

を
す
る
と
、
保
険
料
の

軽
減
措
置
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す

誕
生
日
が
昭
和
12
年
４

月
１
日
以
前
の
家
族
が

い
る

株
式
な
ど
の
配
当
金
で

一
銘
柄
10
万
円
以
上
の

も
の
が
あ
る

保
険
の
満
期
返
戻
金
、

懸
賞
の
当
選
金
な
ど
一

時
的
な
所
得
が
あ
る

美
濃
加
茂
市
へ
の
市
県

民
税
の
申
告
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん

源
泉
徴
収
票
に
源
泉
徴

収
税
額
の
記
入
が
あ
る

市
内
に
事
業
所
や
店
舗

家
屋
敷
な
ど
が
あ
る

市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん

勤
め
先
で
年
末
調
整
を

済
ま
せ
た

収
入
金
額
の
合
計
が
１

０
０
万
円
を
超
え
る

市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん

公
的
年
金
の
源
泉
徴
収

票
に
源
泉
徴
収
税
額
の

記
入
が
あ
る

年
間
受
給
金
額
が
98
万

円
よ
り
多
い

所
得
は
、
遺
族
年
金
、

ま
た
は
障
害
者
年
金
だ

け
で
あ
る

誕
生
日
は
昭
和
11
年
１

月
１
日
以
前
で
あ
る

収
入
ー
必
要
経
費

ー
50
万
円
　
０

年
間
の
受
給
金
額
が
、

２
２
８
万
２
千
円
以
上

あ
る

控
除
内
容
に
変
更
が
あ

る

誕
生
日
が
昭
和
12
年
４

月
１
日
以
前
の
家
族
が

い
る

複
数
の
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る

場
合
は
、
支
給
額

を
合
計
し
て
く
だ

さ
い

市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん

所
得
税
の
確
定
申
告
、

ま
た
は
市
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す

市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん

市
県
民
税
の
申
告
が
必

要
で
す

介
護
保
険
料
の
算
定
資

料
と
す
る
た
め
、
市
県

民
税
の
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い

市
県
民
税
の
申
告
が
必

要
で
す
（
あ
な
た
は
家

屋
敷
事
業
所
課
税
の
対

象
者
で
す
）

所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
と
、
所
得
税
が
還

付
さ
れ
ま
す

所
得
税
の
確
定
申
告
、

ま
た
は
市
県
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す

所
得
税
の
確
定
申
告
、

ま
た
は
市
県
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す

所
得
税
の
確
定
申
告
が

必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
加
入
者

は
、
市
県
民
税
の
申
告

を
す
る
と
、
保
険
料
の

軽
減
措
置
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す

市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん

介
護
保
険
料
の
算
定
資

料
と
す
る
た
め
、
市
県

民
税
の
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い

所
得
税
の
確
定
申
告
、

ま
た
は
市
県
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す

市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん

所
得
税
の
確
定
申
告
、

ま
た
は
市
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す

スタートは
ここから
は　い…
いいえ…

所
得
税
の
確
定
申
告
、

ま
た
は
市
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す

市県民税申告・所得税確定申告

「
昨
年
の
所
得
に
つ
い
て
、
私
は
ど

ん
な
申
告
を
し
た
ら
い
い
の
か
な
」

そ
ん
な
疑
問
を
持
っ
て
い
る
人
は

あ
な
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
あ
な
た
の
所
得
の
状
況
か
ら

ど
の
よ
う
な
申
告
が
必
要
か
を
判
断

で
き
る
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
（
流
れ
図
）

を
作
り
ま
し
た
の
で
、
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

＊
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
中
、「
所
得
税

の
確
定
申
告
、
ま
た
は
市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
」

と
い
う
項
目
に
あ
て
は
ま
る
人
は
、

ど
の
よ
う
な
申
告
が
必
要
に
な
る
の

か
、
所
得
と
控
除
を
実
際
に
計
算
し

て
み
な
い
と
判
断
が
で
き
ま
せ
ん
。

最
寄
り
の
申
告
会
場
、
ま
た
は
関
税

務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ほ
か
の
会
社
の
給
与
収

入
と
他
の
所
得
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る

所
得
税
の
確
定
申
告
が

必
要
で
す

市
県
民
税
の
申
告
が
必

要
で
す
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